
沖縄市ミュージックタウン･ビジョン利用規定

　沖縄市ミュージックタウン･ビジョン（以下、「ビジョン」という。）を利用に関する利用規定は、以下のとおりとな

ります。利用申請をする際は、必ずお読みください。

①　ビジョン利用料金

時　　間 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 1日使用
ビジョン 4,200円 8,200円 12,000円 15,600円 19,000円 21,200円 24,200円 27,000円 29,600円 32,000円 33,000円　

AVミキサー 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 1,0000円 11,000円

DVDデッキ 500円 1,000円 1,500円 2,000円 2,500円 3,000円 3,500円 4,000円 4,500円 5,000円 5,500円

②　お申し込み及び手続き

1. お申し込み期日は、利用日の1週間（7日）前迄となります。利用日の1週間前を過ぎたお申し込みは、放

映上の管理･運営上の理由により、原則お断りいたします。お申し込み受付の時間は10:00～21:00です。

2. お申し込みは、まずはお電話にて空き状況をご確認ください。そのときに必要書類等のご案内を申し上げ

ます。

お申し込みの際、所定の利用申請書に必要事項を記入の上、ご利用日の前日までに利用料金をお支払いく

ださい。お支払いがされない場合は、ご利用を中止させていただきます。お電話のみでのお申し込みはいた

しません。

3. お申し込みの際は、放映内容をお示しください。放映する内容が④の利用制限に該当する場合には、利用を

お断りすることがございます。

4. 当日発生する時間延長料金、その他追加料金は放映終了後にお支払いください。

③　キャンセル時の利用料還付について

　　申し込み決定後の利用取りやめを申し出た場合、下記のとおり利用料の還付をいたします。

1.   天災その他利用者の責めに帰することのできない事情により、利用できなかった場合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                -------利用料金の全額還付

2.   利用日の1週間（7日）前を越して取りやめの申し出をした場合------不返還

④　利用制限

下記のような場合には利用申請を取り消し、ビジョンの使用をお断りいたします。

また、ビジョン放映の中止による損害賠償は致しません。

1.   公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れがあると認められたとき。

2.　 政治活動、宗教活動、意見広告にかかるもの、誇大表示または不当表示、商品先物取引または賃貸業の類と

認められたとき。

3.   ビジョン又は付帯設備、施設を損傷する恐れがあると認められたとき。

4.   集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利用になると認められたとき。

5.   利用規定または利用規定に基づく指示に従わなかったとき。

6.   諸官庁からの中止命令が出たとき。

7.   利用の権利を譲渡したり、転貸したとき。

8.   当方の承諾なしに利用目的、内容を変更したとき。

9.   利用申込書に虚偽の記載事項があったとき。



⑤　利用時間

1.　　基本利用時間は、以下のとおりとなります。

月曜～木曜---午前10時00分～午後9時00分　金曜･土曜･日曜･祝日---午前10時00分～午後10時00分

2.　 利用時間はお申し込み時に確定していただきます。

3.   利用時間は放映に関する準備、搬入出などの一切の時間を含みます。万が一、延長した場合は別途ご利用料

金が発生します。

⑥　利用前の打ち合わせ

ご利用前の遅くとも5日前までに、ビジョン担当者とスケジュールやプログラム、備品等について詳細な打ち

合わせを行ってください。打ち合わせが利用日に近くなる程、ご要望にお答えにくくなりますのでご注意くださ

い。

⑦　著作･肖像権等に関する事項

　 利用者が放映する素材（楽曲又は画像等）に関する著作･使用にかかる許認可は、利用者で行ってください。

⑧　注意事項

1.　　ビジョンの付帯設備の搬入・搬出はビジョン担当者と事前打ち合わせの上、利用者側で責任を持って行

ってください。

2.　　ビジョン、付帯設備、備品などを破損、紛失した場合は実費を申し受けます。

3.   当方に責任のない不測の事態による放映中断、中止、その他の事由による損失は補償いたしません。

4. 　ビジョン利用終了後は直ちに設備、備品を元通りにし、ビジョン担当者の点検を受けてください。

　※この「利用規定」は平成23年 10月 1日より適用いたします。


